
≪ 地方消費税率引上げ分における使途の明確化について ≫ 

 

平成２６年４月、国と地方を合わせた消費税の税率は５％から８％に改正されました。 

これにより、本区の歳入である地方消費税交付金は増収となり、その増収分の地方消費税収入につい

ては、「消費税法第１条第２項に規定する経費（社会保障４経費※注 1）その他社会保障施策に要する経費

に充てるものとする。」と地方税法に明記されています。 

本区では、２６年度決算における地方消費税率引上げ分の約５．６億円を以下の事業に充当して実施

しました。 

 

■２６年度決算ベースでの地方消費税率引上げ分の使途（約５．６億円） 

単位：千円 

 

※注１ 

社会保障４経費とは、消費税法第１条第２項に規定する経費であり、制度として確立された年金、医療及び介

護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する経費のことです。 

※注２ 

  一般財源は、歳出予算額から特定財源及び事務費や事務職員の人件費等を除いたものです。 

大事業名 中事業名
H26年度決算額
（一般財源※注2）

消費税
増収分

内容

定期予防接種 484,400
　予防接種法に基づき、定期の予防接種を行うとともに、高齢者の接
種希望者にインフルエンザ予防接種を行った。

任意予防接種 12,537
　任意予防接種（水痘、おたふくかぜ、ＭＲ１・２期接種もれ、ＭＲ２回
目接種もれ）の助成を行う。また、成人を対象とした風しん予防接種の
費用助成を行った。

健康相談 健康相談 418 　成人風しんの無料抗体検査を実施した。

介護保険制度関係経費 認知症施策総合推進事業 5,417
　認知症に対する総合的な施策の推進を行うため、認知症コーディ
ネーター及び嘱託医の配置、予防、早期発見・早期対応を行う。ま
た、ケアパスの作成や家族支援、支援ネットワークの強化等を行った。

児童の保育委託 児童の保育委託 1,080,034
　区内在住の児童の保育を区内私立保育園及び区外公私立保育園
に委託した。

認証保育所運営補助 認証保育所運営補助 689,127
　区内の認証保育所及び管外の認証保育所に対し運営の補助を行う
ことで、良好な保育環境を提供した。

家庭的保育事業運営補助 家庭的保育事業運営補助 27,095
　文京区が認定した家庭的保育者の事業運営に対して補助を行っ
た。

障害者総合支援事業費
自立支援給付

障害福祉サービス費 546,342
　障害者が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常
生活または社会生活を営むことができるよう、障害福祉サービスに係る
給付その他の支援を総合的に行った。

2,845,370 555,198 －合計

555,198

予防接種


